
申申し込み　問問い合わせ ※今号から24時間表記に変わります。

問
保
健
総
務
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
２

無
料
の
集
団
検
診
を
行
い
ま
す

　

前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
で
集
団
検
診

を
開
催
し
ま
す
。
胃
が
ん
検
診
の
み

事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

日
時
＝
11
月
17
日
㈯
９
時
～
10
時
30
分

対
象
＝
本
年
度
検
診
対
象
者
（
40
歳

以
上
）
で
未
受
診
の
人
、
先
着
70
人

用
意
す
る
物
＝
受
診
シ
ー
ル

申
10
月
16
日
㈫
～
11
月
16
日
㈮
に
健

康
増
進
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
４
へ

●
市
民
の
茶
席

日
時
＝
10
月
15
日
㈪
10
時
～
15
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
５
階

茶
室

問
前
橋
茶
道
会
・
渡
邊
宗
祐
さ
ん

☎
０
２
７
‐
２
３
１
‐
２
４
４
４

●
お
も
ち
ゃ
の
病
院

　

壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
無
料
で
修
理

し
ま
す
。

日
時
＝
❶
10
月
14
日
㈰
❷
16
日
㈫
❸

21
日
㈰
、
10
時
～
12
時

会
場
＝
❶
は
南
橘
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

❷
は
城
南
支
所
❸
は

総
合
福
祉
会
館

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
３
８
４
８

●
教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

日
時
＝
10
月
17
日
㈬
15
時

会
場
＝
市
役
所
11
階
南
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
14
時
30
分
～
50
分
に
会
場
へ

直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

無
料
で
が
ん
検
診
受
け
ま
せ
ん
か

　

子
宮
頸け
い
が
ん
・
乳
が
ん
（
甲
状
腺
）

の
集
団
検
診
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
＝
❶
11
月
12
日
㈪
・
17
日
㈯
❷

20
日
㈫
・
21
日
㈬
・
22
日
㈭
、
13
時

会
場
＝
❶
は
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
❷

は
大
胡
公
民
館

対
象
＝
本
年
度
検
診
対
象
者
で
未
受

診
の
女
性
。〈
🅐
子
宮
頸
が
ん
〉
20

歳
以
上
〈
🅑
乳
が
ん
（
甲
状
腺
）〉

40
歳
以
上
、
先
着
70
人

用
意
す
る
物
＝
受

診
シ
ー
ル

申
🅐
は
当
日
会
場

へ
直
接
🅑
❶
は
10

月
12
日
㈮
か
ら
🅑

❷
は
19
日
㈮
か
ら

健
康
増
進
課

☎
０
２
７
‐
２
２

０
‐
５
７
８
４
へ

療
養
の
気
持
ち
を
分
か
ち
合
う
場

　

全
身
性
エ
リ
テ
マ
ト
ー
デ
ス
の
療

養
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
前
橋
赤

十
字
病
院
医
師
の
野
島
美
久
さ
ん
の

講
義
後
、
交
流
会
も
あ
り
ま
す
。

日
時
＝
11
月
６
日
㈫
14
時
～
16
時

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
全
身
性
エ
リ
テ
マ
ト
ー
デ
ス

の
療
養
者
と
家
族
な
ど
、
先
着
50
人

申
10
月
23
日
㈫
ま
で
に
保
健
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
５
へ

社
会
全
体
で
薬
物
乱
用
に
Ｎ
Ｏ
を

　

薬
物
乱
用
は
、
精
神
障
害
を
引
き

起
こ
す
だ
け
で
な
く
青
少
年
の
健
全

育
成
を
阻
み
、
家
庭
環
境
を
崩
壊
さ

せ
、
社
会
秩
序
を
乱
す
な
ど
計
り
知

れ
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
軽
い

気
持
ち
で
手
を
出
す
の
は
禁
物
で
す
。

　

10
月
と
11
月
は
麻
薬
・
覚
醒
剤
乱

用
防
止
運
動
月
間
。
不
正
薬
物
の
恐

ろ
し
さ
を
一
人
一
人
が
認
識
し
、
近

づ
か
な
い
、
近
づ
け
な
い
こ
と
が
大

切
で
す
。

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
４
９
７
０

　

健
康
相
談
と
原
稿
検
索
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
左
記

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

曜
日
・
内
容
＝
〈
月
曜
〉
慢

性
疲
労
症
候
群
〈
火
曜
〉
歯

磨
き
は
半
径
30
セ
ン
チ
の
エ
チ
ケ
ッ

ト
〈
水
曜
〉
妊
婦
健
診
と
超
音
波
検

査
〈
木
曜
〉
歯
周
病
と
心
臓
血
管
疾

患〈
金
曜
〉ド
リ
ン
ク
剤
の
効
用〈
土

日
曜
〉
口
唇
ヘ
ル
ペ
ス

直
接
相
談
タ
イ
ム
（
歯
科
）
＝
歯
科

医
師
が
直
接
相
談
。
10
月
17
日
㈬
19

時
30
分
～
21
時

そ
の
他
の
情
報

健
　
康

10月の各種無料相談

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜13時〜16時（予約
は電話で。前週の木曜
14時〜月曜17時までか
先着9人まで）

市役所市民相談室
※相談は年度内に
１人１回

特設法律相談
☎027-233-4804

10月26日㈮
13時〜15時 総合教育プラザ

行政相談
☎027-898-6100

10月9日㈫
13時〜15時

かすかわ老人福祉
センター

10月11日㈭
13時〜15時 大胡支所

10月17日㈬
13時〜16時 市役所市民相談室

10月18日㈭
13時〜15時 宮城支所

10月19日㈮
13時〜15時

桂萱市民サービス
センター

11月2日㈮
13時〜15時

東市民サービス
センター

11月７日㈬
13時〜15時 富士見公民館

※市民相談（☎027-898-6100）、家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子家庭相談（☎027-220-5701）は平日の８時30分〜17時15分。
教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の９時〜19時、土曜は９時〜17時。DV相談（☎027-898-6524）、女性・セクハラ相談（☎
027-898-6520）、就学に向けての相談（☎027-210-1234）、消費生活・多重債務相談（☎027-230-1755）は平日の９時〜17時。自殺予
防「群馬いのちの電話」（☎027-221-0783）は９時〜24時。

人
権
標
語

ふ
ん
わ
り
と
　
相
手
を
包
む
　
言
葉
の
ふ
と
ん

元
総
社
中
３
年

齊
藤 

厳
さ
ん

健康手帳 小児の発達障害について

　発達障害とは、生まれつき脳の働き方が少し偏ったり
遅れたりしているために、努力しなくてもできる簡単な
ことがなかなかできない状態をいいます。親の育て方の
せいではありません。自閉スペクトラム症、注意欠如多
動症、限局性学習症などに分類されますが、いくつかの
症状を併せ持っている人もいます。
　言葉の遅れや育てにくさから小さい頃に気付くことも

あります。中学生や高校生になってから、いじめ被害や
不登校などで気付かれることもあります。
　一人一人の状態を正しく理解し、長所や強みを伸ばし
ていくことが大切です。そのためには、専門機関や保健
センター、学校などとしっかり連携を取り、環境を整え、
その人らしく生活できるようにサポートしていくことが
必要なのです。
� 前橋市医師会　竹澤�伸子

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

司法書士・土地家屋調査士相談
☎027-898-6100

10月12日㈮
13時〜16時

市役所
市民相談室

公証相談
☎027-898-6100

10月15日㈪
13時〜15時

人権相談
☎027-898-6100

10月19日㈮
13時〜16時

行政書士相談
☎027-898-6100

11月５日㈪
13時〜16時

月いち健康相談
☎027-220-5708

10月30日㈫
９時〜11時 前橋保健センター

精神科医によるこころの相談
☎027-220-5787

10月10日㈬・31日㈬、
13時30分〜15時
（各予約制）

市保健所

心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜〜金曜、
13時〜16時 総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポルトガル
語・スペイン語）
☎027-243-7788

月曜・13時〜17時、
木曜・９時〜13時

市役所
外国人相談窓口

●
ぐ
ん
ぎ
ん
地
方
創
生
私
募
債
＝

V
idaw

ay

よ
り
40
万
円
を
防
災

の
た
め
に

●
カ
ワ
ハ
ラ
技
研
＝
備
蓄
型
組
立

式
ト
イ
レ
を
防
災
の
た
め
に

●
ユ
ニ
ー
け
や
き
ウ
ォ
ー
ク
前

橋
＝
20
万
円
を
環
境
保
全
の
た

め
に

家庭ですぐに実践できる
生活習慣病の予防法を知ろう

　健康スタイル講座（糖尿病・腎臓病編）を
開催します。食事・運動・歯周病の予防の３
本柱を学び、一緒に生活習慣を見直しません
か。健康運動指導士による自宅でできる運動
実習や講話、減塩みそ汁の飲み比べ、血管年
齢の測定などを行います。
日時＝11月６日㈫・13日㈫・20日㈫・28日
㈬、９時30分～12時
会場＝前橋保健センター
対象＝糖尿病や腎臓病の治療を受けていない
人、先着30人
申 10月９日㈫～30日㈫に健康増進課
☎027-220-5708へ

市役所　〒 371-8601 大手町二丁目 12-1　☎ 027-224-1111　 FAX �027-224-3003 広報まえばし　平成 30年 10月１日号 2425


